
経済財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生～ （抄）（平成25年6月14日閣議決定）  

第３章 経済再生と財政健全化の両立 
３．主な歳出分野における重点化・効率化の考え方 

（３）地方行財政制度の再構築に向けて 

 日本経済の再生と財政健全化の両立を実現するためには、地方財政を健全化し自立を促進することと、地方自治体が経済社会
構造の変化に円滑に対応できるよう環境整備することが極めて重要となる。 

 地方税収は未だ十分な水準まで回復しておらず、緊急的に創設された歳出特別枠等も存置されているなど、地方財政は、リーマ
ンショック後の経済危機の影響を引き続き受けている。必要な財源を確保しながら、経済再生に合わせ、こうした危機対応モードか
ら危機以前の状況、すなわち平時モードへの切替えを進めていく必要がある。 
 そのためには、今後の経済成長の動きと合わせた地方税収の確保や歳出の重点化・効率化などにより、地方財政を歳入面、歳
出面から改革するとともに、地域活性化や経営改革にチャレンジする地方自治体が報われ、経済社会構造の変化に適切に対応
することを可能とする地方行財政制度を整備していくことが重要である。 

①基本的考え方 

中期財政計画（抄）（平成25年8月8日閣議了解） 

Ⅲ．平成27年度（2015年度）の目標達成に向けて 

１ 基本的な取組 
 （前略） 

 地方財政についても、地方財政の安定的な運営の観点を踏まえ、国の歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体を始め地方の安
定的な財政運営に必要となる地方の一般財源の総額については、平成26年度及び平成27年度において、平成25年度地方財政計画の
水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する。 

２ 歳出面・歳入面の取組 

 ・地方財政については、経済再生に合わせ、歳出特別枠等のリーマンショック後の危機対応モードから平時モードへの切替えを進め 
  ていく必要があり、歳入面・歳出面における改革を進めるほか、頑張る地方に対する支援を進める。 
 
 （略） 
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歳出特別枠等のリーマンショック後の危機対応モードから平時モードへの切替え 
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※ （ ）は折半対象財源不足額。 

(地方税・地方譲与税 兆円） 

・ リーマンショック以前は地方税収が確保され、折半対象財源不足がない状態 
・地方税収は未だリーマンショック以前の水準まで回復していない状況 
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 平成２６年度地方財政対策の課題 

（単位：兆円） 

歳出 

81.9兆円 

給与関係経費 
19.7 

歳入 

81.9兆円 

一般行政経費 
31.8 

投資的 
経  費 

10.7 

公債費 
13.1 

その 
他 
4.3 

地方税・地方譲与税等 
36.5 

国  庫 
支出金 

11.9 

㉕地方一般財源総額 59.8兆円 

地方
債等 
10.3 

国・地方で折半 

地方交付税 
17.1 

臨時財政 
対策債 

折半分3.6 

臨時財政 
対策加算 

3.6 

法定率分等 12.5 

別枠加算 1.0 

※ 給与の引下げ実施分 ▲0.9 

地域経済基盤強化・雇用等対策費 1.5 

給与の臨時特例対応分 0.8 

          緊急防災・減災事業費 0.5 

      地域の元気づくり事業費 0.3 

 １. 消費税引上げの影響、国の予算編成の動向 

 ２. 地方公務員給与の取扱い 

 ３. 緊急防災・減災事業費及び地域の元気づくり事業費の取扱い 

 ４. 歳出の特別枠（地域経済基盤強化・雇用等対策費）及び地方交付税の別枠加算の取扱い 

 ５. 財源不足補塡ルール（国・地方で折半）の見直し 

臨時財政対策債 ［元利償還分］ 2.6 

【参考：平成２５年度地方財政収支】 
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